
(証券コード　3159)
平成30年４月６日

株　主　各　位
東 京 都 新 宿 区 市 谷 左 内 町 3 1 番 地 ２

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社
代表取締役社長 中 川　清 貴

第８期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第８期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に賛否をご表示いただき、平成30年４月25日（水曜日）午後５時30分までに到着す

るようにご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日 時 平成30年４月26日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都千代田区九段北一丁目８番10号　住友不動産九段ビル

ベルサール九段　３階ホール

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項 １．第８期（平成29年２月１日から平成30年１月31日まで）

事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び

監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第８期（平成29年２月１日から平成30年１月31日まで）

計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

◎なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.maruzen-chi.co.jp/）において修正後の事
項を掲載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成29年２月１日から平成30年１月31日まで）

1．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（平成29年２月１日～平成30年１月31日）におけるわが国経済

は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調にあり

ますが、個人消費の伸び悩み、海外の政治・経済動向に懸念が残るなど、先行き

不透明な状況で推移しております。

　出版流通業界におきましては、書籍・雑誌販売額及び書店数の減少傾向、電子

書籍販売額の急速な拡大による激しい変化など、市場は引き続き縮小傾向にあり、

大変厳しい状況にあります。

　このような状況のなか、当社グループは書店収益力の改善、学びと地域活性化

による市場開拓、書籍を活用したコンテンツ創造を推進し、新たな付加価値・事

業モデルを創造することに取組んでおります。

　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,783億49百万円（前年同期比

0.03％減）とほぼ前年並みとなりました。一方利益面は、販管費の削減に努めた

結果、営業利益は23億１百万円（前年同期比13.2％増）、経常利益は22億55百万

円（前年同期比12.0％増）と増益となりました。しかし減損損失等を特別損失に

計上したことにより親会社株主に帰属する純損益は３億21百万円（前年同期５億

39百万円の純利益）の純損失となりました。

(2) 事業別の状況

［文教市場販売事業］

　当事業は当社グループの中核をなし、以下の事業を行っております。

１．図書館（公共図書館・学校図書館・大学図書館）に対する図書館用書籍の

販売、汎用書誌データベース「ＴＲＣ ＭＡＲＣ」の作成・販売及び図書装

備（バーコードラベルやＩＣタグ等の貼付等）や選書・検索ツール等の提供

２．大学などの教育研究機関や研究者に対する学術研究及び教育に関する輸入

洋書を含む出版物（書籍・雑誌・電子ジャーナル、電子情報データベースほ

か）や英文校正・翻訳サービスをはじめとする研究者支援ソリューションの

提供

３．教育・研究施設、図書館などの設計・施工と大学経営コンサルティングを

はじめとする各種ソリューションの提供

４．大学内売店の運営や学生に対する教科書・テキストの販売等
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　当連結会計年度の業績につきましては、図書館業務機器や電子書籍関連売上は

伸長しましたが、公共図書館及び大学向け書籍販売が減少した結果、売上高は606

億55百万円（前年同期比0.7％減）と微減となりました。しかし原価、販管費等の

コスト削減により、営業利益は31億23百万円（前年同期比4.3％増）と増益となり

ました。

［店舗・ネット販売事業］

　当事業は、主に全国都市部を中心とした店舗網において和書・洋書などの書籍

をメインに、文具・雑貨・洋品まで多岐にわたる商品の販売を行っております。

　店舗の状況といたしましては、平成29年２月に既存の「大分店」を閉店し、４

月に場所を移し新たな「大分店」を開店、８月に「池袋店（文具・カフェ）」、

10月に「横浜みなとみらい店」、リニューアルのために一時休店しました「秋田

店」を開店した他、１店舗を開店、１店舗を閉店した結果、平成30年１月末時点

で93店舗となっております。（内、１店舗は海外店（台湾）、４店舗は「ＭＡＲ

ＵＺＥＮ」「ジュンク堂書店」の店舗名ではありません。）

　当連結会計年度の業績につきましては、スクラップアンドビルド及び店舗の複

合化、多角化等集客力の向上に注力してきましたが、依然市場環境は厳しく、売

上高は756億83百万円（前年同期比0.9％減）と減収となりました。利益面では、

販管費の削減に努めた結果、前年同期に比べ改善しましたが営業損失は３億26百

万円（前年同期９億78百万円の営業損失）となり、利益計上には至りませんでし

た。

［図書館サポート事業］

　当事業は、図書館の業務効率化・利用者へのサービス向上の観点から、カウン

ター業務・目録作成・蔵書点検などの業務の請負、地方自治法における指定管理

者制度による図書館運営業務、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）による図

書館運営業務及び人材派遣を行っております。

　当連結会計年度の業績につきましては、図書館受託館数は、期初1,206館から

159館増加し、平成30年１月末時点では1,365館（公共図書館533館、大学図書館

188館、学校図書館他644館）となり順調に推移しております。

　その結果、当事業の売上高は251億55百万円（前年同期比10.3％増）と増収とな

りましたが、新規受託館の準備費用の発生及び人件費の上昇等により原価及び販

管費が増加したため、営業利益は16億28百万円（前年同期比15.9％減）と減益と

なりました。
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［出版事業］
　当事業は、『理科年表』をはじめとする理工系分野を中心とした専門書・事典・
便覧・大学テキストに加え、絵本・童話などの児童書、図書館向け書籍の刊行を
行っております。また医療・看護・芸術・経営など多岐にわたる分野のＤＶＤに
ついても発売を行っております。
　当連結会計年度につきましては、専門分野として『東京大学工学教程　基礎系
数学　確率・統計Ⅱ』『環境とエピゲノム』『続・図書館空間のデザイン』『ギ
ャノング生理学　原書25版』『教育社会学事典』、児童書として『お世話遊びと
ボタンの練習（ペネロペシリーズ）』『しずくちゃん29』『ＩＭＡＧＩＮＥ　イ
マジン〈想像〉』『よく考えて！説明のトリック〈縮刷版〉』など、合計新刊245
点（前年297点）を刊行いたしました。

　当連結会計年度の業績につきましては、新刊刊行数の減少等の影響により、売
上高は43億18百万円（前年同期比3.3％減）と減収となり、営業利益も40百万円
（前年同期比74.8％減）と減益となりました。

［その他事業］
　当事業は、書店やその他小売店舗を中心に企画・設計デザインから建設工事・
内装工事・店舗什器・看板・ディスプレーなどのトータルプランニング（店舗内
装業）や図書館用図書の入出荷業務、Ａｐｐｌｅ製品やパソコンの修理・アップ
グレード設定等の事業（株式会社図書館流通センターの子会社であるグローバル
ソリューションサービス株式会社による）、総合保育サービス（株式会社図書館
流通センターの子会社である株式会社明日香による）を行っております。

　当連結会計年度の業績につきましては、前年から継続している店舗内装業の主
要顧客の投資意欲減退の影響により、売上高は125億35百万円（前年同期比8.5％
減）と減収となり、営業利益は３億79百万円（前年同期比26.8％減）と減益とな
りました。

事業別売上高及び営業損益

事　業　別 売　上　高 営業利益又は営業損失

百万円 百万円

文教市場販売事業 60,655 3,123

店舗・ネット販売事業 75,683 △326

図書館サポート事業 25,155 1,628

出版事業 4,318 40

その他事業 12,535 379

計 178,349 4,845

調整額 － △2,543

連結合計 178,349 2,301

－ 4 －



(3) 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は25億95百万円であります。その主

なものは、株式会社図書館流通センターにおける土地建物の取得に関わるもので

あります。

(4) 資金調達の状況

　該当事項はありません。

(5) 事業譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(9) 対処すべき課題

　当社の主要市場である出版流通市場は、書籍雑誌販売額の減少が継続しており

ますが、最近においてはデジタルコンテンツ市場において雑誌の読み放題モデル

や、広告収入による電子コミックのタダ読みモデルが登場したことも、紙の雑誌、

コミックの販売額に影響を及ぼしています。このように、出版流通市場では、こ

れまでのコンテンツ流通の在り方が大きく変容しはじめており、生活者の購買環

境や読書環境は大きく変化しています。

　この状況下において、当社が持続的な成長基盤を構築するためには、グループ

各社の持つノウハウの共有や共通業務の効率化を進めることで、既存事業の一層

の効率化を図っていくとともに、デジタル化されたコンテンツを含む出版コンテ

ンツ流通を通じ、生活者の知的文化的生活に貢献する新たな付加価値を創造する

ため、グループ各社のシナジーを活用し新たな事業領域を創造していくことが最

大の課題と認識しています。

　事業別には、文教市場販売事業は、大学や公共図書館等の機関や研究者を対象

として、これまでの営業ネットワークに加え、紙と電子の両方のコンテンツの購

入や貸出を統合的に扱えるハイブリッド型のプラットフォームシステムの拡販を

進めます。また、より効率的な研究や、教育の質の向上に資するため、貴重資料

の電子化や、電子化された各種データベース商品、電子教材の開発に注力してお

ります。
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　店舗・ネット販売事業は、個人消費の冷え込みや、ネット通販など購買ルート

の多様化で厳しい市場環境にあります。当社ではこれまでの大型専門書店として

のノウハウやブランド力に加え、客層・地域性に基づいた企画や売場構成の充実・

見直し、他の物販・飲食・サービスを導入する複合化を進め、来店頻度や滞在時

間を高めることで、大型専門書店としての魅力と価値をさらに引き出す施策を進

めます。また、親会社である大日本印刷株式会社との協働により、電子書籍販売

サイト「ｈｏｎｔｏ」との連携サービスの充実、業務効率化のためのシステム強

化、自社流通倉庫を活用した物流改善と品揃えの充実に注力します。

　図書館サポート事業では、大学や地域の発展に貢献するためには、図書館業務

だけに限らず、求められる多様なサービスへの対応や、複合施設運営に関わる専

門性と、その管理業務にも精通していくことが必要になっています。そのために

は、優秀な人材の確保・育成、エリアごとの拠点強化を進めるとともに、グルー

プ外との提携・連携を積極的に推進します。

　出版事業においては、これまで培った優良なコンテンツを活用し、紙の出版物

だけに限らない、新しい収益分野の開拓を目指し、海外向けコンテンツ発信、教

育用映像配信事業、電子コンテンツ化やライセンス事業などに注力します。また、

既存出版領域においては、厳しい市場環境から大幅な成長は難しいものの、児童

書では図書館向けタイトルの一層の充実、専門書ではＰＯＤを活用した少部数で

の重版などで、安定した収益基盤の確保に努めます。

　また、その他事業などの領域では、上述の主要事業領域に新たな価値創造を行

うべく取組みを行っております。図書館を中心とした地域活性化のためのコンサ

ルティング事業、図書館業務受託との連携効果の高い保育士派遣・保育所業務受

託事業、ＰＣ・スマホ・タブレットの修理やネットワークサポート事業、書店を

中心とした小売・サービス向け内装デザイン・設計・施工事業、書店・図書館や

企業内ライブラリー向けの企画選書事業など、様々な事業が、当社の主要事業領

域とシナジーを発揮することで、それぞれの収益力を高めるとともに、グループ

各事業の付加価値を高める役割を担っております。
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(10) 財産及び損益の状況の推移

期　別

区　分

第 ５ 期

(平成27年１月期)

第 ６ 期

(平成28年１月期)

第 ７ 期

(平成29年１月期)

第 ８ 期

(当連結会計年度)
(平成30年１月期)

売 上 高 （百万円） 168,812 175,137 178,405 178,349

経 常 利 益 （百万円） 1,897 2,226 2,013 2,255

親会社株主に帰属する

当期純利益又は当期純損失
（百万円） 845 1,025 539 △321

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失

（円） 9.13 11.08 5.83 △3.47

総 資 産 （百万円） 130,612 134,651 131,993 135,003

純 資 産 （百万円） 33,700 35,148 35,456 35,287

(11) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

当社の親会社は大日本印刷株式会社で、同社は当社の普通株式49,528千株（議

決権比率53.54％）を保有しております。

（注）当社は親会社である大日本印刷株式会社から出向者を受け入れており、出向料を支払

っております。当該取引に当たっては、出向元の給与を基準に適正かつ公正な取引条

件とするよう配慮しており、取締役会としては当社の利益を害するものではないと判

断しております。なお、かかる取締役会の判断に関し、社外取締役から異なる意見は

ございませんでした。

－ 7 －



②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

丸善雄松堂株式会社 100 100.0

大学等教育研究機関及び公共図書館への
学術情報を中心にした書籍販売等並びに
建築及び内装設備の設計・施工
図書館運営業務の受託
文化系小売業の店舗設備の設計施工

株式会社図書館流通センター 266 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、
書誌データの作成・販売
図書館運営業務の受託

株式会社丸善ジュンク堂書店 50 100.0
店舗における書籍・文具等の販売及びそ
の他関連事業

丸 善 出 版 株 式 会 社 50 100.0
学術専門書を中心とする出版業、電子出版
映像商品の制作及び販売

株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス 50 100.0
通信ネットワークを利用した情報提供サ
ービス業他

株式会社第一鋼鉄工業所 10 100.0
書店棚、ビデオ棚、ＣＤ・ＤＶＤ棚等の
製造業、倉庫業

株式会社編集工学研究所 75 51.1 編集システム事業、編集教育事業

雄松堂ビルディング株式会社 10 97.5
文教市場販売事業に係る不動産の賃貸並
びに管理

株式会社ＴＲＣ北海道 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株式会社ＴＲＣ東日本 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

ＴＲＣ関西株式会社 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

ＴＲＣ首都圏株式会社 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株式会社ＴＲＣ西日本 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株式会社図書館総合研究所 10 100.0 図書館向けのコンサルタント業務

株式会社ＴＲＣ中部 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株式会社ＴＲＣ神奈川 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

ＴＲＣ多摩・山梨株式会社 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売
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会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

ＴＲＣ九州株式会社 10 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株 式 会 社 図 書 流 通 10 59.9 書籍の入出荷業務等

株式会社ＴＲＣ埼玉 15 100.0
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株式会社図書館流通センター豊中 20 98.5
図書館用書籍の販売及びその加工、書誌
データの作成・販売

株 式 会 社 岩 崎 書 店 30 52.9 児童図書及び図書館向け図書の出版業

グローバルソリューシ
ョンサービス株式会社

153 70.3
パソコン及びタブレット等通信機器の修
理、ネットワーク設定、ヘルプデスク、
アプリケーション開発

株 式 会 社 明 日 香 20 100.0 保育士派遣、保育園・託児所運営業務請負

丸善プラネット株式会社 20 100.0 出版に係る企画、編集、製作等の請負

株式会社淳久堂書店 30 100.0 書店の経営

パブリックマネジメント株式会社 10 100.0 地方公共団体向けのコンサルタント業務

株式会社ライブラリー・アカデミー
(注2)

10 100.0
図書館の振興・発展に貢献しうる人材の
教育・研修

台灣淳久堂股有限公司
千台湾ドル

3,500 100.0 店舗における書籍・文具等の販売

 
（注）1．議決権比率は、当社の子会社による間接所有分を含めて表示しております。

2．㈱ライブラリー・アカデミーは、㈱図書館流通センターによる新規設立により、平成29年
10月11日付で連結子会社となっております。

3．当連結会計年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社図書館流通センター

特定完全子会社の住所 東京都文京区大塚三丁目１番１号

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

15,259百万円

当社の総資産額 72,348百万円
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(12) 主要な事業内容

事 業 別 主 要 な 事 業 内 容

文 教 市 場 販 売 事 業
大学等教育研究機関及び公共図書館に対する書籍・コンテン
ツ等の商品の提供並びに内装設備の設計・施工及びその他の
サービス提供事業

店 舗 ・ ネ ッ ト 販 売 事 業
全国都市部を中心とした店舗網における書籍、文具・雑貨・
洋品等の販売とハイブリッド型総合書店「ｈｏｎｔｏ」との
サービス連携

図 書 館 サ ポ ー ト 事 業
公共図書館、大学図書館を中心とする図書館業務の受託及び
指定管理者制度による図書館の運営

出 版 事 業 学術専門書及び児童書並びに図書館向け書籍等の出版業

そ の 他 事 業
文化系小売業の店舗内装の設計・施工に関する事業、倉庫業、
パソコン・通信機器の修理等、総合保育サービス及びその他
の事業

(13) 主要な営業所

名 称 所 在 地

当　　　社 東京都新宿区

（主要な子会社）

丸善雄松堂株式会社

本 社 東京都中央区

支 店

札幌支店（札幌市清田区）
仙台支店（仙台市青葉区）
東京第一・第二・第三支店（東京都港区）
名古屋支店（名古屋市中区）
金沢支店（石川県金沢市）
京都支店（京都市右京区）
大阪支店（大阪市中央区）
神戸支店（神戸市灘区）
岡山支店（岡山市北区）
広島支店（広島市中区）
福岡支店（福岡市南区）

株式会社図書館流通センター

本 社 東京都文京区

図書在庫・装備センター 新座ブックナリー（埼玉県新座市）

支 社

北海道支社（札幌市豊平区）
中部支社（名古屋市中区）
関西支社（大阪府吹田市）
九州支社（福岡市博多区）

株式会社丸善ジュンク堂書店 東京都中央区

丸善出版株式会社 東京都千代田区

株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス 東京都品川区
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（その他の子会社）

株式会社第一鋼鉄工業所（神奈川県大和市） 株式会社編集工学研究所（東京都世田谷区）

雄松堂ビルディング株式会社
（東京都新宿区）

株式会社ＴＲＣ北海道（札幌市豊平区）

株式会社ＴＲＣ東日本（東京都文京区） ＴＲＣ関西株式会社（大阪府吹田市）

ＴＲＣ首都圏株式会社（東京都文京区） 株式会社ＴＲＣ西日本（東京都文京区）

株式会社図書館総合研究所（東京都文京区） 株式会社ＴＲＣ中部（名古屋市中区）

株式会社ＴＲＣ神奈川（横浜市西区） ＴＲＣ多摩・山梨株式会社（東京都文京区）

ＴＲＣ九州株式会社（福岡市博多区） 株式会社図書流通（埼玉県新座市）

株式会社ＴＲＣ埼玉（さいたま市西区）
株式会社図書館流通センター豊中
（大阪府豊中市）

株式会社岩崎書店（東京都文京区）
グローバルソリューションサービス株式会社
（東京都品川区）

株式会社明日香（横浜市西区） 丸善プラネット株式会社（東京都千代田区）

株式会社淳久堂書店（神戸市中央区）
パブリックマネジメント株式会社
（東京都文京区）

株式会社ライブラリー・アカデミー
（東京都文京区）

台灣淳久堂股有限公司（台湾）

(14) 従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

名 名

1,408 増加　9

（注）従業員数に、契約社員及びパートタイマーの人数は含まれておりません。

(15) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 11,477

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 9,740

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,710

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,663

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 2,250

（注）㈱三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日より㈱三菱ＵＦＪ銀行に銀行名が変更されており
ます。
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2．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 240,000,000株

(2) 発行済株式の総数 92,554,085株

(3) 株主数 29,222名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
大 日 本 印 刷 株 式 会 社 49,528 53.51

工 藤 恭 孝 7,107 7.67

株 式 会 社 講 談 社 4,028 4.35

株 式 会 社 ト ー ハ ン 3,694 3.99

有 限 会 社 宝 生 堂 3,114 3.36

株 式 会 社 小 学 館 2,203 2.38

丸善ＣＨＩホールディングス従業員持株会 1,966 2.12

石 井 　 昭 1,510 1.63

公 益 財 団 法 人 図 書 館 振 興 財 団 919 0.99

日 本 出 版 販 売 株 式 会 社 862 0.93

（注）持株比率は自己株式（4,630株）を控除して計算しております。

3．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4．会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 中 川 清 貴
大日本印刷株式会社常務執行役員
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

専 務 取 締 役 松 尾 英 介 丸善雄松堂株式会社代表取締役社長

取 締 役 石 井 　 昭 株式会社図書館流通センター代表取締役社長

取 締 役 杉 本 尚 彦 大日本印刷株式会社常務執行役員

取 締 役 橋 本 博 文
大日本印刷株式会社執行役員
株式会社図書館流通センター監査役

取 締 役 五 味 英 隆
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部副本部長
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長

取 締 役
(常勤監査等委員)

（社外）
栗 林 忠 道 株式会社図書館流通センター監査役

取 締 役
(監査等委員)

峯 村 隆 二 大日本印刷株式会社常務執行役員

取 締 役
(監査等委員)

(社外)
茅 根 熙 和

弁護士
東洋電機製造株式会社社外取締役
公益財団法人鉄道弘済会理事

取 締 役
(監査等委員)

(社外)
大 胡 　 誠

弁護士
株式会社ジーテクト社外取締役
リリカラ株式会社社外監査役

 
（注）1．工藤恭孝氏は、取締役であり株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長を兼職しており

ましたが、平成29年11月１日付をもって、取締役を辞任により退任いたしました。
2．取締役（監査等委員）栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
3．取締役（監査等委員）栗林忠道氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を

選定している理由は、社内の事情に精通し、容易に会社情報を収集できる者が取締役会以
外の重要な会議等に出席すること、並びに、内部監査部門、内部統制部門及び公認会計士
との連携を図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有し、取締役会に対する
監査・監督の実効性を高めるためであります。

4．取締役（監査等委員）栗林忠道氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。

5．当社は、取締役（監査等委員）茅根熙和氏及び大胡誠氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

6．地位及び重要な兼職の異動の状況について
(1)中川清貴氏は、平成29年６月29日付をもって、大日本印刷株式会社常務執行役員に就任

しております。
(2)中川清貴氏は、平成29年11月１日付をもって、株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役

社長に就任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等を除く）は、当社定款及び会社法第427条第１

項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任

限度額としております。

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

取締役（監査等委員を除く) ３名 16百万円

取締役（監査等委員） ３名 20百万円（うち社外取締役　３名　20百万円)

 
（注）1．当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）６名、取締役（監査等委員）４

名でありますが、うち取締役（監査等委員を除く）４名、取締役（監査等委員）１名は無
報酬であります。なお、上記の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委
員を除く）１名が含まれております。

2．上記のほか、役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は、取締役（監査等委員を
除く）が３名43百万円、取締役（監査等委員）が１名８百万円（うち社外取締役１名８百
万円）であります。なお、この取締役（監査等委員を除く）の報酬額には、当事業年度に
おける取締役１名に対する退職慰労引当金が含まれております。

3．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年４月27日開催の第６期定時株主総
会において、年額360百万円以内（使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

4．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年４月27日開催の第６期定時株主総会にお
いて年額120百万円以内と決議いただいております。

5．取締役会は、当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等につき、担当する職務、責任、
業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。ま
た、決定については、代表取締役に委任していますが、透明性・客観性を高めるため、諮
問機関として任意の報酬委員会を設置し、報酬委員会の決議内容とともに代表取締役が決
定した報酬を、取締役会に報告しています。報酬委員会には、取締役（監査等委員）が委
員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。

(4) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

イ．社外取締役 栗林忠道氏の兼職先である株式会社図書館流通センターは、当

社の完全子会社であります。

ロ．社外取締役 茅根熙和氏の兼職先である東洋電機製造株式会社及び公益財

団法人鉄道弘済会と当社との間には、特別な関係はありません。

ハ．社外取締役 大胡誠氏の兼職先である株式会社ジーテクト及びリリカラ株

式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

②　会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者である者

を除く）との親族関係

　該当事項はありません。
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③　当事業年度における主な活動状況

地　位 氏　名
取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

発言状況

取 締 役
(常勤監査等委員)

栗 林 忠 道 19回中19回 ９回中９回
経理・会計・税務に関する専門知識
と豊富な実務経験を活かして適宜発
言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

茅 根 熙 和 19回中18回 ９回中９回
企業法務に関する豊かな専門知識と
豊富な実務経験を活かして適宜発言
を行っております。

取 締 役
(監 査 等 委 員 )

大 胡 　 誠 19回中18回 ９回中９回
企業法務に関する豊かな専門知識と
豊富な実務経験を活かして適宜発言
を行っております。

5．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

明治アーク監査法人

(2) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当社の会計監査人としての報酬等の額 39百万円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

55百万円
 

（注）1．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積
りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査報酬と金融商品取引
法に基づく監査報酬の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記①
の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めた合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の

業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由の

いずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監

査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人が継続してその職責を全

うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、株主総会に提出する

会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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6．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新

をもたらす企業集団となる」というグループビジョンを掲げて事業運営を執り行っ

てまいります。これら当社の経営理念の実現のためには、株主、お客様、お取引先

様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご期待に応えながら経営の透明性

を高めることでその信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要である

と考えております。そのための経営体制に関しましては、経営意思決定の迅速化、

業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を

図り、正直で透明な組織運営を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの

強化が経営上の最重要課題であると認識しております。

＜経営理念＞

価値観 「知は社会の礎である」

私たちは、知が人に与える力を信じます。そして時代に即し

た最良の知のグローバルな循環が21世紀の創発的な日本の社

会の礎であると考えます。

グループビジョン 「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」

私たちは、「知は社会の礎である」という価値観を共有し、

教育・学術機関、図書館、出版業界等と連携し、最良な知の

生成・流通と知的な環境づくりにおいて、革新的な仕組みを

創出、提供することにより、業界の活性化をリードし、日本

の社会に貢献する企業集団となることを目指します。

　当社は、上記の基本的な考え方に立脚して、会社法及び会社法施行規則に基づき

コーポレート・ガバナンスの充実と強化を図ることを目的に、取締役会において「内

部統制システムの構築」に関する決議を行っております。また、監査等委員会設置

会社への移行に伴う監査役に関係する体制の変更等について、平成28年４月27日付

の取締役会において決議を行い、以下のとおり改定いたしました。

　当社における取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制、その他の業務の適正を確保するための基本的な考え方及び体制の

概要は、以下のとおりであります。

(1)当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社

員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以

下「取締役等」）及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する

ための体制

①当社及び当社グループ会社（以下「当社グループ」）の従業員（取締役を含む）

は、コンプライアンスを実践するための共通の行動基準として、親会社が制定す
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る「ＤＮＰグループ行動規範」のほか、「丸善ＣＨＩグループ行動指針」を遵守

するものとします。当社は、「ＤＮＰグループ行動規範」及び「丸善ＣＨＩグル

ープ行動指針」を当社グループの従業員（取締役を含む）全員に配布するととも

に、研修等を通じてその徹底を図ります。

運用状況の概要：

　当社及び主要事業会社の内部統制主管部署長宛に、平成29年５月総務部より電

子メールにて「ＤＮＰグループ行動規範」及び「丸善ＣＨＩグループ行動指針」

の周知を行いました。また、「丸善ＣＨＩグループ行動指針」の小冊子及びカー

ドを当社グループ従業員に配布し、周知の徹底を図っています。

②当社取締役会は、「取締役会規則」に基づきその適切な運営を確保するととも

に、取締役の職務の執行を監督します。さらに各部署の担当取締役は、各部署の

長の業務執行を監督することにより、法令・定款に違反する行為の未然防止に努

めます。当社取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な

事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告し、かつ遅滞なく取締役会に

報告します。また当社取締役会は、重大なコンプライアンス違反の恐れがある事

項については、弁護士や会計監査人からの助言を得るものとします。

運用状況の概要：

　当社取締役会は、「取締役会規則」に基づきその適切な運営を行っています。

当連結会計年度中重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実

の発生はありませんでした。

③当社は監査等委員会を設置し、監査等委員会は、取締役の職務執行について、取

締役会への出席や内部統制システムを活用した監査・監督を実施します。

当社監査等委員会及び監査等委員は、コンプライアンス体制及び内部通報制度の

運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求め

ることができるものとします。

運用状況の概要：

　当社監査等委員会は「第８期における監査の基本方針等」を策定し、取締役会

にてその内容を報告しています。

④当社取締役及び当社代表取締役社長が必要に応じて指名する者で構成する企業

倫理行動委員会は、「企業倫理行動委員会規程」に基づき、当社グループにおけ

る業務の適正を確保するための体制等の構築及び運用を統括します。

また、企業倫理行動委員会は、「ＤＮＰグループ行動規範」及び「丸善ＣＨＩグ

ループ行動指針」の周知・徹底を図り、当社グループのコンプライアンスの取組

みを組織横断的に統括し、当社グループ従業員への啓蒙、教育活動を統括しま

す。
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運用状況の概要：

　当連結会計年度中、取締役出席の企業倫理行動委員会を２回、ワーキンググル

ープ会議を２回開催し、各ワーキンググループの活動方針、活動内容を報告・審

議しています。

⑤当社グループにおける情報システムの投資・運用等については、「丸善ＣＨＩグ

ループ・ＩＴガバナンス基本規程」に基づき、当社グループにおけるＩＴガバナ

ンスを構築します。

運用状況の概要：

　当社グループにおける情報システムの投資・運用等については、「丸善ＣＨＩ

グループ・ＩＴガバナンス基本規程」に基づき経営企画部がＩＴ中期計画及びＩ

Ｔ短期計画を策定して取締役会の承認を得て行うこととしています。当連結会

計年度は１件の案件を承認しています。

⑥当社グループにおける法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し、是正するこ

とを目的に、「丸善ＣＨＩグループ・内部通報規程」を制定し、総務部及び外部

の弁護士を受付窓口とする当社グループ全従業員（取締役を含む）が利用可能な

『丸善ＣＨＩグループ内部通報窓口』を設置します。

運用状況の概要：

　当社は、総務部及び外部の弁護士を受付窓口とする当社グループ全従業員（取

締役を含む）が利用可能な『丸善ＣＨＩグループ内部通報窓口』を設置してお

り、総務部発信のメール・ポスター等により周知が図られています。またその運

用状況は上記企業倫理行動委員会に報告しています。

⑦当社代表取締役の直轄組織として業務部署から独立した監査部を設置します。

監査部は、「内部監査規程」に基づき、関係会社の監査役と連携し、当社グルー

プ各社に対する定期的な内部監査と指導を行います。

運用状況の概要：

　当社監査部は、「内部監査規程」及び「第８期内部監査計画書」に基づき、当

社グループ各社に対する内部監査と指導を行いました。

(2)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社取締役会は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「リスクマネジメ

ント規程」を制定し、適宜、同規程を見直すものとします。

運用状況の概要：

　当連結会計年度は同規程に基づきリスク評価を主要事業会社（５社）にて実施

し、その結果を基に当社グループの「重点リスク」を特定して平成29年４月開催

の取締役会にて決裁を受けています。
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②当社は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンス等に関連する課題に取

組むため企業倫理行動委員会を設置します。総務部は、「リスクマネジメント規

程」で定めるリスクマネジメントに関する情報の集約部署として、毎年、又は必

要に応じて適宜、具体的なリスクの分析・評価を行うものとします。

運用状況の概要：

　当社は「リスクマネジメント規程」で定めるところにより、総務部がリスクマ

ネジメントに関する情報の集約部署として、具体的なリスクの分析・評価を行っ

ており、さらにこのリスクに対し、統制活動の主体部署となる各部署においてリ

スク管理を行い、モニタリング機関が継続的な監視を行っています。モニタリン

グ機関は、定期的に、企業倫理行動委員会、取締役会に主体部署のリスク管理状

況を報告しています。

③当社は、地震、津波、噴火、風水害その他の異常気象、火災、停電、伝染病、放

射能汚染及びテロ等を要因とする大規模災害の発生によって、当社及び当社グル

ープが想定外の危機的状況に陥ることを回避することを目的に「大規模災害に対

する基本方針」及び「大規模災害対策基本規程」に基づき、実効性のある「危機

管理体制」並びに「事業継続計画」を構築します。

運用状況の概要：

　「大規模災害に対する基本方針」及び「大規模災害対策基本規程」に基づく当

社及び主要事業会社の事業継続計画策定状況を、大規模災害対策ワーキンググル

ープにてフォローしています。

④当社は、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」を定め、当社

が保有する個人情報を含むすべての情報資産を、事故、犯罪、災害による漏洩、

改竄、利用阻害などの脅威から保護し、適切な物理的、電子的、人的諸対策を講

じ、ビジネスの価値を高めます。当社グループにおいても上記と同様の考え方に

基づく管理体制を構築していきます。また、万一の場合に備えて必要な損害賠償

保険に加入し損失拡大を防止します。

運用状況の概要：

　当社及び当社グループは、保有する個人情報を含むすべての情報資産を脅威か

ら保護し、適切な諸対策を講じ、管理体制を運用しております。また、万一の場

合に備えて必要な損害賠償保険に加入し損失拡大を防止しています。このほか

親会社のＤＮＰ情報セキュリティ委員会が主催する「情報セキュリティ推進室長

会議」にも参加し、情報セキュリティ対策に関する最新情報を共有しています。
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(3)当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

①当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎とし

て、定例取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会

を随時開催します。

運用状況の概要：

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎と

して、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜開催してい

ます。当連結会計年度中、定例取締役会12回、臨時取締役会７回を開催していま

す。取締役の出席状況（期中退任の工藤氏を除く）は、取締役10名中４名は100％、

平均で94.2％の出席率となっています。

②当社取締役会の決定に基づく職務の執行については、「取締役会規則」のほか、

「組織規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」その他の社内規程等に則り、そ

れぞれの責任者がその権限に従って行うものとします。各部署の担当取締役は、

各部署の長に適切な権限委譲を行うことにより、業務執行の効率化を図ります。

運用状況の概要：

　当社取締役会の決定に基づく職務の執行については、各規程等に則り、それぞ

れの責任者がその権限に従って行っています。

③当社は、当社グループ全体の年度事業計画及び経営戦略を策定し、毎月開催され

る当社取締役会において予算実績に関する分析並びに経営戦略の進捗状況に関

する各子会社からの報告を受けて業績管理を行います。

運用状況の概要：

　当社は、毎月開催の取締役会、並びに四半期毎開催の決算速報報告会議にて、

各社の業績につき報告を受け業績管理を行っています。

④当社グループの資金調達案件については、当社経理・財務部にて一元管理するこ

とによって、当社グループ内の借り入れ金利の低減を図るとともに借り入れ総額

及び借り入れ条件等を統制します。資金調達に際しては、当社取締役会にて審議

の上、承認したものを実行し、当社あるいは当社子会社において最も適切な借り

入れ条件にて融資を受けます。また必要な場合には、当社取締役会による承認の

上、当該融資資金をグループ内においてファイナンスします。

運用状況の概要：

　当社グループの資金調達案件については、取締役会での審議が行われており、

当社グループの資金調達は当社にて一元管理され、グループ内のファイナンスが

効率的に行われています。
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⑤当社及び当社の連結子会社では、当社グループ会計方針に基づき連結会計システ

ム及び連結納税システムを利用し、決算業務の効率化を図るとともに、適正な会

計処理と納税を行います。

運用状況の概要：

　当連結会計年度について、現時点において、監査部、監査法人の会計監査では

大きな問題事象の指摘はなく、内部統制報告制度における「開示すべき重要な不

備」の発生もありません。

(4)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、取締役会で定めた

「文書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に従い、職務執行に係る情報を文

書又は電磁的に記録し、保存します。当社取締役は「文書管理規程」及び「情報セ

キュリティ規程」に従い、これらの文書等を常時閲覧できるものとします。

運用状況の概要：

　当社取締役の職務執行に係る情報は、規程に基づき記録・保存され、当社取締

役により常時閲覧可能となっています。

(5)財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、「経理規程」に基づき適正な会計処理を実施します。また、当社及び当

社グループ各社は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び「財務報告に係る

内部統制の整備・運用及び評価の実施要領」に基づき財務報告に係る内部統制の仕

組みを整備し、法令等への適合性と財務報告の信頼性を確保します。

運用状況の概要：

　当社及び当社グループ各社は、「第８期内部統制基本計画書」に基づき内部統

制の整備・運用及び評価を行っており、企業倫理行動委員会に計画の進捗及び評

価の状況を適宜報告しています。当該評価結果は、監査人による内部統制監査を

受けており、内部統制報告書として開示します。

(6)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その

他の企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は、「関係会社管理規程」を設け、一定の事項については当社グループ会社

の取締役会決議前に当社経営企画部に連絡することを義務づけ、そのうち重要な

事項については、当社の取締役会等の事前承認事項とします。

運用状況の概要：

　当社は、当社グループ会社から事前に報告された重要な事項について、当社の

取締役会等にて決議承認しております。
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②当社は、当社内に当社グループの内部通報制度を設け、当社グループ全従業員

（取締役を含む）が内部通報窓口を利用できるようにすることで、当社グループ

全体での業務の適正な遂行を確保します。

運用状況の概要：

　当社は、当社グループの内部通報制度について、総務部から当社従業員及び主

要企業会社内部統制主管部署長宛に内部通報の周知を行っております。

　内部通報制度の運用状況については企業倫理行動委員会に報告され、モニタリ

ングされています。

(7)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について監査等委員会か

ら要請があった場合、代表取締役社長が監査等委員会と協議の上、すみやかに適切

な人員配置を行います。

運用状況の概要：

　監査等委員会の職務を補助すべき者として監査部から１名を任命し、これにあ

てております。

(8)前号の使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立

性に関する事項及び当社の監査等委員会の前号の取締役及び使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、専任者は当面置き

ませんが、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令から比較的独立

した部署の者をあてることとし、当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従うもの

とします。また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価に

ついては、事前に監査等委員会の同意を要することとします。

運用状況の概要：

　監査等委員会の職務を補助すべき者として任命された者については、当該職務

に関しては監査等委員会の指揮命令に従うものとしております。

　また、当該人員の人事異動・人事評価については、事前に監査等委員会の同意

を要することとしております。

(9)監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会への報告をした者が当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①監査等委員は、当社の重要なすべての会議に出席でき、そこで報告を受け、質問

をし、また必要に応じて意見を述べることができるものとします。また、すべて

の資料、電磁的記録を閲覧できるものとします。

　さらに取締役は、次の事項を監査等委員会に報告するものとします。
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（イ）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

（ロ）内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項

（ハ）重大な法令・定款違反

（ニ）その他コンプライアンス上重要な事項

運用状況の概要：

　監査等委員である取締役は、当社の重要な会議である、取締役会、決算速報報

告会議、企業倫理行動委員会に出席し、必要に応じて意見を述べています。常勤

監査等委員のこれら会議への出席率は100％、非常勤の監査等委員である取締役

の取締役会への出席率は最低でも94.7％となっています。

②使用人は前項各号に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報

告できるものとします。

運用状況の概要：

　使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項など一定の重大な事実

を発見した場合は、監査等委員会に直接報告できるものとしています。当社は常

勤の監査等委員を置くことにより使用人による監査等委員会への報告を行いや

すくしています。監査等委員会に対する通報者は、「監査等委員会に対する通報

者保護規程」により保護されています。

③当社監査部は、当社グループ全体を監査対象として、年次の内部監査計画書に基

づく内部監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告します。監査部は取締役

会にて内部監査報告を行う前に監査等委員会に対し監査内容及びその結果を報

告し、情報を共有します。

運用状況の概要：

　当社監査部は、当社グループ全体を監査対象として、年次の内部監査計画書に

基づく内部監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告しています。監査部は

取締役会にて内部監査報告を行う前に監査等委員会に対し監査内容及びその結

果を報告し、情報を共有しています。

④当社の「丸善ＣＨＩグループ・内部通報規程」に基づく『丸善ＣＨＩグループ内

部通報』の集約部門である当社総務部は、受付した内部通報案件に関する概要、

進捗状況及び総括について、企業倫理行動委員会に定期的に報告するほか、直接

に監査等委員会に対し報告を行います。

運用状況の概要：

　当社の「丸善ＣＨＩグループ・内部通報規程」に基づく『丸善ＣＨＩグループ

内部通報』の集約部門である当社総務部は、受付した内部通報案件に関する概

要、進捗状況及び総括について、監査等委員も出席している企業倫理行動委員会

に報告を行っています。
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⑤『丸善ＣＨＩグループ内部通報』の担当者、監査等委員、及びその他通報案件に

関与する者は、『丸善ＣＨＩグループ内部通報』の通報者あるいは直接に監査等

委員会へ報告を行った通報者が通報した事実をもって不利な扱いをされること

がないように、公益通報者保護法その他の法令及び当社の「丸善ＣＨＩグルー

プ・内部通報規程」及び「監査等委員会に対する通報者保護規程」を遵守し、通

報案件の受領から調査、通報案件の総括、報告及び関係書類の保管等の各段階に

おいて厳重な情報管理を行います。

運用状況の概要：

　当社の内部通報制度においては、「丸善ＣＨＩグループ・内部通報規程」及び

「監査等委員会に対する通報者保護規程」に基づき案件が処理されており、ま

た、通報者を保護しています。企業倫理行動委員会での内部通報制度の運用状況

の報告においても通報者が特定できないように配慮されており、規程に則った適

切な情報管理がなされています。

(10)当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員の職務の執行に要した費用については経理・財務部長が内容を確認後

に精算されます。

　なお、監査等委員会と代表取締役は定期的に意見交換会を実施します。監査等委

員の職務執行に関する費用に関して協議が必要な場合には、当該意見交換会にてそ

の対応について協議します。

運用状況の概要：

　当社監査等委員会は、監査等委員会で決定し、当社取締役会にて監査等委員会

から報告した監査計画書に基づく監査活動を行っています。当該監査で発生し

た費用は適時適正に請求されています。

(11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行

い、また監査等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その

他重要な使用人に対し報告や調査の実施を求めることができるものとします。

運用状況の概要：

　当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換

会を行っており、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として

毎月行われる代表取締役と監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が

出席しています。監査等委員会は、内部監査部門である監査部、内部統制部門で

ある総務部からも定時・随時に報告を行うこととしており、問題のある事項があ

った場合には監査を行う体制となっております。
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(12)反社会的勢力による被害を防止するための体制

　当社及び当社グループ各社は、「丸善ＣＨＩグループ行動指針」において、法令

と社会倫理の遵守を掲げ、その中に反社会的勢力との企業活動を一切行わないこと

を定め、これを遵守するとともに、取引先が反社会的勢力であることが判明した場

合に、関係遮断を可能とする取り決めを各取引先との間で進めます。また、平素か

ら警察や弁護士等の外部機関と緊密な連携関係を構築し、事案発生時の報告及び対

応を行う担当部署を設置します。さらに担当者を各種研修に参加させる等により、

情報収集に当たります。

運用状況の概要：

　警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、東京株式懇話会等の会合に定期的に参加

し情報収集を行っています。

〔備　考〕　当事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は

表示桁未満を切り捨てております。
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貸借対照表
（平成30年１月31日現在）

百万円未満は切捨表示

科 目 金 額 科 目 金 額
 

(資 産 の
 

部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他 の 流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工 具 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他 の 投 資

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

百万円

35,506

128

34,668

663

45

36,735

0

0

1

1

36,733

0

24,323

12,410

0

106

106

 

(負 債 の
 

部) 百万円

流 動 負 債 35,940

短 期 借 入 金 29,230

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 2,290

１年内返済予定の長期借入金 3,378

未 払 金 874

未 払 法 人 税 等 94

前 受 収 益 38

賞 与 引 当 金 2

そ の 他 の 流 動 負 債 31

固 定 負 債 12,522

社 債 8,600

長 期 借 入 金 3,810

退 職 給 付 引 当 金 39

そ の 他 の 固 定 負 債 71

負 債 合 計 48,462
 

(純 資 産 の
 

部)

株 主 資 本 23,885

資 本 金 3,000

資 本 剰 余 金 23,254

資 本 準 備 金 11,464

そ の 他 資 本 剰 余 金 11,789

利 益 剰 余 金 △2,367

そ の 他 利 益 剰 余 金 △2,367

繰 越 利 益 剰 余 金 △2,367

自 己 株 式 △1

純 資 産 合 計 23,885

資 産 合 計 72,348 負 債 ・ 純 資 産 合 計 72,348
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損益計算書
（自　平成29年２月1日　至　平成30年１月31日）

百万円未満は切捨表示

科 目 金 額

百万円 百万円

営 業 収 益

経 営 管 理 料 440

そ の 他 0 440

営 業 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 483

営 業 損 失 43

営 業 外 収 益

受 取 利 息 260

受 取 手 数 料 78

そ の 他 0 338

営 業 外 費 用

支 払 利 息 174

支 払 手 数 料 99

社 債 発 行 費 償 却 38 312

経 常 損 失 17

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 13

関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,339 2,353

税 引 前 当 期 純 損 失 2,370

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1

法 人 税 等 調 整 額 △5 △3

当 期 純 損 失 2,367
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株主資本等変動計算書
（自　平成29年２月1日　至　平成30年１月31日）

百万円未満は切捨表示

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円

3,000 11,464 16,033 27,497

当 期 変 動 額

欠 損 填 補 △4,243 △4,243

当 期 純 損 失

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － △4,243 △4,243

当 期 末 残 高 3,000 11,464 11,789 23,254

株 主 資 本

株主資本合計 純資産合計
利 益 剰 余 金

自己株式その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

△4,243 △4,243 △1 26,252 26,252

当 期 変 動 額

欠 損 填 補 4,243 4,243 － －

当 期 純 損 失 △2,367 △2,367 △2,367 △2,367

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

当 期 変 動 額 合 計 1,876 1,876 △0 △2,367 △2,367

当 期 末 残 高 △2,367 △2,367 △1 23,885 23,885
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個 別 注 記 表

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

工具器具及び備品

定率法によっております。なお、耐用年数は５～10年であります。

②無形固定資産

その他の無形固定資産

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上して

おります。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定率法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。

なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における

取扱いが連結貸借対照表と異なります。

(4) その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法

社債発行費

社債を発行するために支出した費用は社債の償還期間に応じて償却しております。

②消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

③連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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2．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を当事業年度から適用しております。

4．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権 35,360百万円

関係会社に対する長期金銭債権 12,410百万円

(2) 関係会社に対する短期金銭債務 1,104百万円

(3) コミットメントライン契約及び当座貸越契約

　当事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高

等は、次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 20,700百万円

借入実行残高 16,300百万円

差引額 4,400百万円

当座貸越契約極度額 18,500百万円

借入実行残高 12,700百万円

差引額 5,800百万円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 0百万円
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5．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

経営管理料 440百万円

販売費及び一般管理費 169百万円

営業取引以外の取引高 341百万円

6．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 92,554,085株

(2) 当事業年度末における自己株式の数

普通株式 4,630株

7．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な原因別内訳

繰延税金資産

関係会社株式評価損 3,582百万円

繰越欠損金 130百万円

その他 40百万円

計 3,753百万円

評価性引当額 △3,748百万円

繰延税金資産合計 5百万円

繰延税金資産の純額 5百万円
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8．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

百万円未満は切捨表示

属性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社 大日本印刷㈱
被所有
直接

53.54％

役員の兼任
従業員の出向

出向料の
支払

51 未払金 6

（注）1．取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。

2．出向料の支払は従業員の出向に対するものです。

3．取引条件については、出向元の給与を基準に双方協議のうえで決定しております。

(2) 子会社等

百万円未満は切捨表示

属性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 丸善雄松堂㈱
所有

直接100％

資金の貸付
役員の兼任
債務の保証
経営管理

資金の貸付 12,700 短期貸付金 12,700

利息の受取 43 その他流動資産 1

業務委託費の
支払

70 未払金 6

債務被保証
（注2）

19,300 － －

経営管理料の
受取

162 未収入金 15

子会社
㈱丸善ジュンク堂

書店
所有

直接100％

資金の貸付
役員の兼任
債務の保証
経営管理

資金の貸付 19,200

短期貸付金 21,668

関係会社
長期貸付金

12,410

利息の受取 214 その他流動資産 26

債務被保証
（注2）

41,578 － －

経営管理料の
受取

131 未収入金 11

子会社 丸善出版㈱
所有

直接100％

役員の兼任
債務の保証
経営管理

債務被保証
（注2）

15,800 － －

経営管理料の
受取

52 未収入金 5

子会社
㈱図書館流通
センター

所有
直接100％

役員の兼任
債務の保証
経営管理

債務被保証
（注2）

15,800 － －

経営管理料の
受取

93 未収入金 8

（注）1．取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。

2．当社の銀行借入について債務保証を受けております。保証料は支払っておりません。

3．取引条件については、市場価格その他当該取引にかかる公正な価格を勘案して交渉のうえで決定しておりま

す。
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9．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 258円09銭

(2) １株当たり当期純損失 25円58銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年３月15日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社

取　締　役　会　御中

明治アーク監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 二階堂　博　文 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 米 倉 礼 二 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 寺 田 一 彦 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸善ＣＨＩホールディングス株式会
社の平成29年２月１日から平成30年１月31日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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連結貸借対照表
（平成30年１月31日現在）

百万円未満は切捨表示

科 目 金 額 科 目 金 額
 

(資 産 の
 

部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

百万円

98,666

22,679

17,004

43,194

1,064

1,048

4,525

843

8,348

△41

36,230

20,676

7,351

1,248

10,962

894

219

1,392

242

695

454

14,161

2,714

7,878

3,632

△65

106

106

 

(負 債 の
 

部) 百万円

流 動 負 債 71,808

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 20,616

短 期 借 入 金 29,650

１年内返済予定の長期借入金 4,292

リ ー ス 債 務 324

前 受 金 5,422

未 払 法 人 税 等 573

賞 与 引 当 金 270

返 品 調 整 引 当 金 166

ポ イ ン ト 引 当 金 107

そ の 他 10,384

固 定 負 債 27,907

社 債 8,600

長 期 借 入 金 6,386

リ ー ス 債 務 651

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 77

退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,148

資 産 除 去 債 務 2,694

そ の 他 4,349

負 債 合 計 99,716
 

(純 資 産 の
 

部)

株 主 資 本 34,444

資 本 金 3,000

資 本 剰 余 金 14,198

利 益 剰 余 金 17,247

自 己 株 式 △1

その他の包括利益累計額 △458

その他有価証券評価差額金 △562

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △7

為 替 換 算 調 整 勘 定 △10

退職給付に係る調整累計額 122

非支配株主持分 1,301

純 資 産 合 計 35,287

資 産 合 計 135,003 負 債 ・ 純 資 産 合 計 135,003
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連結損益計算書
（自　平成29年２月1日　至　平成30年１月31日）

百万円未満は切捨表示

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 178,349

売 上 原 価 138,521

売 上 総 利 益 39,827

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 37,525

営 業 利 益 2,301

営 業 外 収 益

受 取 利 息 46

受 取 配 当 金 38

不 動 産 賃 貸 料 305

為 替 差 益 40

そ の 他 138 568

営 業 外 費 用

支 払 利 息 228

不 動 産 賃 貸 費 用 195

支 払 手 数 料 134

そ の 他 57 615

経 常 利 益 2,255

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2

受 取 補 償 金 44

そ の 他 3 50

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 32

減 損 損 失 1,798

投 資 有 価 証 券 評 価 損 204

そ の 他 225 2,261

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 44

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 768

法 人 税 等 調 整 額 △499 268

当 期 純 損 失 224

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 97

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 321
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連結株主資本等変動計算書
（自　平成29年２月1日　至　平成30年１月31日）

百万円未満は切捨表示

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

3,000 14,217 17,568 △1 34,784

当 期 変 動 額

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△19 △19

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△321 △321

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △19 △321 △0 △340

当 期 末 残 高 3,000 14,198 17,247 △1 34,444

その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

△610 △21 △6 70 △567 1,239 35,456

当 期 変 動 額

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△19

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△321

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

47 13 △3 51 108 62 171

当 期 変 動 額 合 計 47 13 △3 51 108 62 △169

当 期 末 残 高 △562 △7 △10 122 △458 1,301 35,287
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

1．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　29社

丸善雄松堂㈱、㈱図書館流通センター、㈱丸善ジュンク堂書店、丸善出版㈱、㈱ｈｏｎｔｏブ

ックサービス、㈱第一鋼鉄工業所、㈱編集工学研究所、㈱ＴＲＣ北海道、㈱ＴＲＣ東日本、Ｔ

ＲＣ関西㈱、ＴＲＣ首都圏㈱、㈱ＴＲＣ西日本、㈱図書館総合研究所、㈱ＴＲＣ中部、㈱ＴＲ

Ｃ神奈川、ＴＲＣ多摩・山梨㈱、ＴＲＣ九州㈱、㈱図書流通、㈱ＴＲＣ埼玉、㈱図書館流通セ

ンター豊中、㈱岩崎書店、グローバルソリューションサービス㈱、㈱明日香、パブリックマネ

ジメント㈱、㈱ライブラリー・アカデミー、雄松堂ビルディング㈱、丸善プラネット㈱、㈱淳

久堂書店、台灣淳久堂股有限公司

なお、当連結会計年度より、新規設立により㈱ライブラリー・アカデミーを連結の範囲に含め

ております。

(2) 主要な非連結子会社

主要な非連結子会社名

㈱函館栄好堂他

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金のうち持分に見合う額等の合計

額は、連結会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の合計額に対していずれも

僅少であり、且つ全体としても連結計算書類に重要な影響を与えていないため、連結の範囲

から除外しております。

2．持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称

㈱函館栄好堂、マイクロメイト岡山㈱他

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金のうち持

分に見合う額等の合計額が、連結会社の当期純損益及び利益剰余金等の合計額に対していず

れも僅少であり、且つ全体としても重要性に乏しいため持分法を適用しておりません。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈱岩崎書店、グローバルソリューションサービス㈱及び台灣淳久堂股份有限公

司の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成に際しては、計算書類をそのまま用いておりま

す。また、㈱編集工学研究所の決算日は３月31日でありますが、12月末日における仮決算を行ってお

ります。

　上記４社は、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っておりま

す。
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4．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算出）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品　　　売価還元法、移動平均法による原価法及び個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。

原材料及び貯蔵品　先入先出法による原価法、最終仕入原価法による原価法及び移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　２年～50年

工具器具及び備品　　２年～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

その他

定額法によっております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。

③返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、返品実績率に基づき計上しております。

④ポイント引当金

ポイントカード会員に対して発行するポイント及びお買物券の使用に備えるため、当連結会計

年度末時点のポイント及びお買物券のうち、将来使用されると見込まれる額を計上しておりま

す。

⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、当社の一部の連結子会社は内規に基づく期末要支給額の100％

を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額

法により費用処理することとしております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（８～10年）による定率法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利

益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。

なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用し

ております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建買掛金及び外貨建予定取引

金利スワップ 借入金の利息
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③ヘッジ方針

外貨建債務に係る為替変動リスクに対してヘッジをしております。

また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の契約額等とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、これをもってヘ

ッジの有効性判断に代えております。

金利スワップ取引は特例処理の要件を満たしているため、連結決算日における有効性の評価を

省略しております。

(7) 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債を発行するために支出した費用は社債の償還期間に応じて償却しております。

(8) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(9) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(10)のれんの償却方法及び償却期間

７～８年間で均等償却しております。

5．会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

6．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は、金額

的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度の「資産除去債務」は489百万円であります。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度の「受取補償金」は31百万円であります。
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7．会計上の見積りの変更に関する注記

　当連結会計年度において、当社の一部の国内連結子会社は不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務と

して計上していた資産除去債務について、店舗の閉鎖等に伴う新たな情報の入手に伴い、原状回復費

用に関して見積りの変更を行いました。

　この見積りの変更による増加額2,235百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

　なお、この変更に伴って計上した有形固定資産1,145百万円は減損損失を計上しております。

　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益は224百万円減少し、税金等調整前当期純利益は

1,370百万円減少しております。

8．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28

日）を当連結会計年度から適用しております。
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9．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

預金 140百万円

建物及び構築物 1,879百万円

土地 3,736百万円

敷金及び保証金 250百万円

投資有価証券 7百万円

計 6,014百万円

②担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定を含む） 3,268百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,374百万円

(3) 偶発債務

割引手形 4百万円

(4) コミットメントライン契約及び当座貸越契約

　当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残

高等は、次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 20,700百万円

借入実行残高 16,300百万円

差引額 4,400百万円

当座貸越契約極度額 21,150百万円

借入実行残高 13,350百万円

差引額 7,800百万円
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10．連結株主資本等変動計算書に関する注記

当連結会計年度末における発行済株式の数

普通株式 92,554,085株

11．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用しており、資金調達につ

いては、金融機関からの借入及び社債の発行により必要な資金を調達しております。デリバティ

ブ取引は、リスクを回避するために利用しており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わな

いこととしております。

　営業債権に係る顧客の信用リスクは、社内規程に従い、営業債権について、各事業部門におい

て主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとと

もに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　また、投資有価証券は、株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行ってお

ります。また、営業債権及び営業債務の一部には、洋書等の輸出入に伴う外貨建のものがあり、

為替の変動リスクに晒されておりますが、一定額以上の取引に関しては為替予約取引を行ってお

ります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成30年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額(*) 時　価(*) 差　額

①現金及び預金 22,679 22,679 －

②受取手形及び売掛金 17,004 17,004 －

③投資有価証券

その他有価証券 1,981 1,981 －

④敷金及び保証金 4,973 4,884 △88

⑤支払手形及び買掛金 (20,616) (20,616) －

⑥短期借入金 (29,650) (29,650) －

⑦社債
(1年内償還予定分を含む)

(10,890) (10,916) 26

⑧長期借入金
(1年内返済予定分を含む)

(10,678) (10,701) 22

⑨デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないもの － － －

ヘッジ会計が適用されているもの (12) (12) －

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

③投資有価証券

時価については、取引所の価格によっております。

④敷金及び保証金

時価については、過去の実績等から返還期間を合理的に見積り、国債利回りを参考にした利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

⑤支払手形及び買掛金、⑥短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

⑦社債

社債の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。
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⑧長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利による長期借入金の一部は金利スワップ

の特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体化して処理された元利金の合計額を、同

様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑨デリバティブ取引

ｉ）ヘッジ会計が適用されていないもの

該当事項はありません。

ⅱ）ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日に

おける契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(1)通貨関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類

主なヘッジ対象
契約額等

時価
当該時価の
算定方法

うち１年超

原則的処理
方法

為替予約取引

外貨建買掛金及び
外貨建予定取引

取引先金融機
関から提示さ
れた価格等に
より算定して
おります。

買建

米ドル 528 － △15

ユーロ 111 － 1

ポンド 110 － 1

合計 750 － △12

(2)金利関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類

主なヘッジ対象
契約額等

時価
当該時価の
算定方法

うち１年超

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 20 － ※ －

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ

れているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額226百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③ 

投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。なお、非上場株式には上記の他に、

関係会社株式（連結貸借対照表計上額506百万円）があります。敷金及び保証金のうち、差入

敷金2,905百万円については市場価額がなく、かつ実質的な預託期間を算定することが困難で

あることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため「④

敷金及び保証金」には含めておりません。

（注3）その他有価証券の当連結会計年度中の減損額は13百万円であります。

－ 46 －



12．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

13．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 367円22銭

(2) １株当たり当期純損失 3円47銭

14．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年３月15日

丸善ＣＨＩホールディングス株式会社

取　締　役　会　御中

明治アーク監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 二階堂　博　文 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 米 倉 礼 二 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 寺 田 一 彦 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社の平
成29年２月１日から平成30年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、丸善ＣＨＩホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年２月１日から平成30年１月31日までの第８期事業年度における取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決
議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断
及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について
検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利
益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて
の取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年３月22日
丸善ＣＨＩホールディングス株式会社

監査等委員会

監査等委員（常勤） 栗林忠道 
監査等委員 峯村隆二 
監査等委員 茅根煕和 
監査等委員 大胡　誠 

 

（注）監査等委員栗林忠道、茅根煕和及び大胡誠は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上

－ 49 －



株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、当事業年度（平成29年２月１日から平成30年１月31日まで）の

個別決算において、減損処理による関係会社株式評価損を2,339百万円計

上いたしました。その他の損失を合わせ、当事業年度末時点の繰越利益

剰余金が2,367百万円のマイナスとなりましたので、会社法第452条の規

定に基づき、以下のとおり、その他資本剰余金の額を減少させ繰越利益

剰余金を増加させることにより、損失の処理に充てたいと存じます。

①　減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 2,367,032,013円

②　増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 2,367,032,013円
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況

及び業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断し

ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

１

な か が わ

中　川　
き よ た か

清　貴

(昭和30年１月２日生)

昭和52年４月　大日本印刷株式会社入社
平成20年４月　同社教育・出版流通ソリューション本

部長
平成22年２月　当社執行役員経営企画部長

平成22年12月　株式会社トゥ・ディファクト取締役

（現任）
平成23年４月　当社取締役
平成23年５月　株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代

表取締役社長
平成24年10月　大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネ

ス本部長
平成25年６月　同社役員
平成26年６月　当社代表取締役社長（現任）
平成26年７月　丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会

社）取締役（現任）
平成26年７月　株式会社図書館流通センター取締役

（現任）
平成26年７月　株式会社雄松堂書店取締役
平成26年７月　丸善書店株式会社（現・株式会社丸善

ジュンク堂書店）取締役
平成26年７月　株式会社ジュンク堂書店取締役
平成26年７月　丸善出版株式会社取締役（現任）
平成27年11月　大日本印刷株式会社執行役員
平成29年６月　同社常務執行役員（現任）
平成29年11月　株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締

役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
大日本印刷株式会社常務執行役員
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長

1,000株

【取締役候補者とした理由】
平成26年の社長就任以来、経営者として優れたリーダーシップを発揮し、当社事業を拡大して
きました。その豊富な事業経験や幅広い知識と見識から、引き続き当社グループ全体の経営を
推進していく役割が期待できると判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

２

ま つ お

松　尾　
え い す け

英　介

(昭和28年７月30日生)

昭和51年４月　大日本印刷株式会社入社
平成17年７月　同社事業企画推進室長
平成20年４月　丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会

社）常務取締役管理本部長兼教育・学
術事業本部副事業本部長

平成22年２月　当社取締役
平成22年４月　丸善株式会社常務取締役経理・財務部

担当兼教育・学術事業本部副事業本部
長

平成22年８月　丸善書店株式会社（現・株式会社丸善
ジュンク堂書店）取締役（現任）

平成22年12月　株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス取
締役

平成23年２月　株式会社図書館流通センター取締役
（現任）

平成23年２月　株式会社ジュンク堂書店取締役
平成23年２月　株式会社雄松堂書店取締役
平成23年２月　丸善出版株式会社取締役（現任）
平成24年４月　丸善雄松堂株式会社代表取締役社長

（現任）
平成25年４月　当社専務取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
丸善雄松堂株式会社代表取締役社長

10,264株

【取締役候補者とした理由】
平成24年より丸善雄松堂㈱の社長として当社事業の中核である学術研究市場を中心としたビ
ジネス展開で優れた経営手腕を発揮し事業を推進しております。その知見から当社グループ
全体の経営を推進していく役割が期待できると判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

３

い し い

石　井　　　
あきら

昭

(昭和８年８月７日生)

昭和36年12月　株式会社学校図書サービス（現・株式
会社図書館流通センター）設立、代表
取締役社長就任

昭和54年４月　株式会社リブリオ出版代表取締役社長
昭和54年12月　株式会社図書館流通センター代表取締

役専務
平成５年７月　同社代表取締役社長
平成15年４月　同社代表取締役会長
平成22年２月　当社代表取締役会長
平成22年２月　丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会

社）取締役
平成23年４月　同社代表取締役会長
平成24年２月　ＴＲＣファシリティーズ株式会社代表

取締役社長
平成25年４月　株式会社図書館流通センター取締役
平成25年４月　当社取締役（現任）
平成26年９月　株式会社図書館流通センター代表取締

役ＣＥＯ
平成27年４月　同社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社図書館流通センター代表取締役社長

1,510,426株

【取締役候補者とした理由】
㈱図書館流通センターの設立に尽力し、公共図書館市場を中心としたビジネス展開では優れた
経営手腕を発揮し事業を拡大しております。その経験、知見から当社グループ全体の企業価値
向上の役割が期待できると判断いたしました。

４

す ぎ も と

杉　本　
な お ひ こ

尚　彦

(昭和32年２月６日生)

昭和55年４月　大日本印刷株式会社入社
平成23年12月　株式会社モバイルブック・ジェーピー

取締役（現任）
平成24年６月　大日本印刷株式会社市谷事業部事業部

長
平成25年６月　同社役員
平成27年11月　同社執行役員
平成28年４月　当社取締役（現任）

平成28年６月　大日本印刷株式会社常務執行役員

（現任）

（重要な兼職の状況）
大日本印刷株式会社常務執行役員

－株

【取締役候補者とした理由】
平成28年より当社取締役として当社グループの経営に携わっております。また大日本印刷㈱
では出版メディア部門の責任者として豊富な事業経験や幅広い知識と見識を有しており、当社
グループの企業価値向上に資する人材と判断いたしました。

－ 53 －



候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

５

は し も と

橋　本　
ひ ろ ふ み

博　文

(昭和32年７月８日生)

昭和56年４月　大日本印刷株式会社入社
平成20年６月　株式会社図書館流通センター取締役
平成21年11月　大日本印刷株式会社事業企画推進室長
平成22年２月　当社社外監査役
平成22年２月　株式会社図書館流通センター監査役

（現任）
平成23年４月　当社取締役
平成26年４月　当社社外取締役
平成27年６月　大日本印刷株式会社役員
平成27年11月　同社執行役員（現任）
平成28年４月　当社取締役（現任）
平成30年３月　北海道コカ・コーラボトリング株式会

社取締役（現任）

(重要な兼職の状況)
大日本印刷株式会社執行役員
北海道コカ・コーラボトリング株式会社取締役
株式会社図書館流通センター監査役

－株

【取締役候補者とした理由】
平成20年より㈱図書館流通センターの取締役・監査役を歴任し、また平成23年からは当社取締
役として、当社グループの経営に携わっており、経営全般において豊富な見識と経験を有して
おります。当社グループの企業価値向上に資する人材と判断いたしました。

６

ご

五
 

　
み

味　
ひ で た か

英　隆

(昭和35年10月１日生)

昭和61年４月　大日本印刷株式会社入社
平成14年４月　同社Ｃ＆Ｉ事業部ＩＴ研究所研究第２

部長
平成20年４月　同社情報コミュニケーション研究開発

センター副センター長
平成23年４月　同社教育・出版流通ソリューション本

部副本部長
平成24年４月　同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネル

ソリューションユニット長
平成26年７月　当社執行役員経営企画部長
平成26年７月　大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネ

ス本部副本部長
平成27年４月　当社取締役（現任）
平成27年４月　株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代

表取締役社長（現任）
平成29年11月　株式会社丸善ジュンク堂書店取締役

（現任）
平成30年４月　大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネ

ス本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長

500株

【取締役候補者とした理由】
平成27年より当社取締役として経営企画全般を担当し、当社の経営を担い事業拡大を推進して
まいりました。その豊富な事業経験や幅広い知識と見識から、引き続き当社経営を担う役割が
期待できると判断いたしました。
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（注）1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、杉本尚彦及び橋本博文の両氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。本総
会において両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役全員（４名）は本総会終結の時をもって任期満

了となります。

つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたい

と存じます。

なお、本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

１

み ね む ら

峯　村　
り ゅ う じ

隆　二

(昭和27年８月22日生)

昭和55年４月　大日本印刷株式会社入社
平成13年12月　同社法務部長
平成19年６月　同社役員（コーポレート・オフィサー）

法務部長
平成21年５月　同社役員法務部長
平成22年２月　当社社外監査役
平成24年６月　大日本印刷株式会社常務役員・法務部長
平成27年11月　同社常務執行役員（現任）
平成28年４月　当社取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
大日本印刷株式会社常務執行役員

－株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
企業の法務部門の責任者として長年の企業法務の経験と幅広い知識・見識を有しております。
それらを当社の監査体制に活かしていただき、監査等委員である取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断いたしました。

２

ち の ね

茅　根　
ひ ろ か ず

熙　和

(昭和19年３月１日生)

昭和44年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）
昭和57年４月　茅根・春原法律事務所開設（現任）
平成23年７月　経営法曹会議代表
平成26年４月　公益財団法人鉄道弘済会理事（現任）
平成27年４月　当社社外取締役

平成27年８月　東洋電機製造株式会社社外取締役

（現任）
平成28年４月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士
公益財団法人鉄道弘済会理事
東洋電機製造株式会社社外取締役

－株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
法曹界での幅広い経験を持ち、当社のコンプライアンス体制の構築維持に的確な助言をいただ
けるものと判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は
過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理
由から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
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候補者
番　号

氏 名
 

(生 年 月
 

日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

３

お お ご

大　胡　　　
まこと

誠

(昭和33年４月６日生)

昭和61年４月　弁護士登録（東京弁護士会）
柳田野村法律事務所（現・柳田国際法
律事務所）入所（現任）
（平成12年10月より平成14年３月まで
株式会社大和証券グループ本社経営企
画第一部及び法務監理部勤務）

平成14年６月　エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社
（現・大和企業投資株式会社）監査役

平成23年４月　当社社外監査役

平成25年６月　株式会社ジーテクト社外取締役

（現任）
平成27年３月　リリカラ株式会社社外監査役（現任）
平成27年６月　日本化成株式会社社外取締役
平成28年４月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士
株式会社ジーテクト社外取締役
リリカラ株式会社社外監査役

－株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏の経験を当社経営の監督に活かして
いただきたいため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に
社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由か
ら、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

４

【新任】

せ が わ

瀬　川　
し ず ま

静　真

(昭和35年10月23日生)

昭和58年４月　大日本印刷株式会社入社
平成16年４月　同社経理本部財務部長
平成20年６月　株式会社ＤＮＰアカウンティングサー

ビス管理第２部長
平成22年６月　大日本印刷株式会社経理本部経理第１

部長
平成24年６月　株式会社ＤＮＰアカウンティングサー

ビス取締役・執行役員関西管理部・第
４部担当

平成29年６月　同社取締役・執行役員第３部担当

（平成30年４月25日退任予定）
平成30年４月　株式会社図書館流通センター監査役

（平成30年４月26日就任予定）

（重要な兼職の状況）
株式会社図書館流通センター監査役（平成30年４月26
日就任予定）

－株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
経理・会計・税務業務での幅広い知識と豊富な経営者としての経験を有し、それらを当社の監
査体制に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していた
だけるものと判断いたしました。
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（注）1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．茅根熙和、大胡誠及び瀬川静真の各氏は、社外取締役候補者であります。
3．瀬川静真氏は、当社の親会社である大日本印刷株式会社を平成24年６月に退職しており、ま

た、同氏は平成24年６月から親会社の子会社である株式会社ＤＮＰアカウンティングサービ
スの取締役でありますが、平成30年４月25日付にて同職を退任予定であります。

4．当社は、茅根熙和及び大胡誠の両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、両氏
の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

5．茅根熙和氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年（うち監査等委
員である社外取締役として２年）であります。

6．大胡誠氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年
であります。

7．当社は、峯村隆二、茅根熙和及び大胡誠の各氏との間で、当社定款及び会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としておりま
す。本総会において各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。ま
た、瀬川静真氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であり
ます。

以　上
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　株主総会会場 ご案内図　
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（千代田ファーストビル南館）
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地下鉄東京メトロ半蔵門線／
都営地下鉄新宿線

九段下駅 ５番出口より徒歩５分

地下鉄東京メトロ東西線 九段下駅 ７番出口より徒歩３分

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますよ

うお願い申しあげます。


